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目的　生活保護受給者の特性に応じた健康管理支援をすすめるための基礎資料として，生活保護受
給者の基本属性調査を用いて，健診受診の関連要因を明らかにすることを目的とした。

方法　Ａ市の生活保護管理システムデータと健診データを結合したデータセットを用い，2015年 3
月 1 日～2016年 3 月31日の間に，Ａ市にて生活保護を受給していた40歳以上75歳未満の者のう
ち，生活保護受給期間（以下，受給期間）が365日未満や入院・入所中の者（225人）などの除
外基準に該当しない2,736人を対象とした。目的変数を健診受診の有無，説明変数を年齢，性
別，世帯人数，世帯類型，障害・傷病の状況，受給期間，保護開始前の医療保険の種類とした
ロジスティック回帰分析を行い，オッズ比および95％信頼区間を算出した。受給期間は2016年
4 月 1 日時点における保護開始年月日からの日数とし，すでに保護を廃止・停止している者に
ついては廃止・停止年月日までの日数とし「 1年以上 5年未満」「 5年以上10年未満」「10年以
上15年未満」「15年以上」の 4区分とした。

結果　対象者の平均年齢は59.5歳，世帯の受給期間は平均3,015日（約 8年 3カ月）であった。対
象者全体の健診受診割合は8.2％で，男性に比べて女性の方が高かった（男：6.2％，女：
9.9％）。ロジスティック回帰分析の結果，「女性」「障害あり（障害・傷病なしを基準）」が健
診受診と正の関連を，「受給期間が10年以上（ 1年以上 5年未満を基準）」「保護開始前の医療
保険が未加入・その他（国民健康保険を基準）」が健診受診との負の関連を認めた。受給期間
については，「 1年以上 5年未満」の者に比べて，「10年以上15年未満」の者は調整オッズ比が
0.64（95％信頼区間：0.42-0.96），「15年以上」の者は調整オッズ比が0.57（95％信頼区間：
0.35-0.91）であった。

結論　生活保護受給者において，保護開始前の医療保険が未加入であること，また受給期間が 5年
以上と長いほど，健診を受診しにくくなることが示唆された。これらの要因そのものに介入す
ることは困難であるが，保護開始前の医療保険未加入者や受給期間が 5年以上と長い受給者は，
健診未受診のハイリスク群と捉え，受診勧奨を含めた健康管理支援を進めていくことが効果的
である可能性がある。

キーワード　生活保護受給者，生活保護受給期間，健康診査受診，健康管理支援

Ⅰ　緒　　　言

　近年，社会経済的状況により健康状態に違い
が生じる，いわゆる健康格差の実態が明らかに

なり，健康日本21（第 2次）では「健康格差の
縮小」が目標の一つとして掲げられた1）。特に
生活保護受給者は，健康上の課題を多く抱えて
いるにも関わらず，一般国民と比べて食事や運
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動への関心が薄く，孤立した生活を送っている
者が多いこと，そして，長期的な将来を見据え
た計画的な健康行動を維持することが容易では
ないことが知られている2）。現在の生活保護の
被保護者数は200万人を超え，生活保護受給者
の約 8割が医療扶助（生活保護の 8つの給付種
類の一つ）を受けており，その費用は生活保護
費全体の約 5割にのぼる3）。また，受給者は被
保険者と比較して生活習慣病のリスクが高く，
入院外受給者における医療扶助の疾患別割合も
循環器系疾患が最も高く，早期介入による予防
が期待されている4）5）。「健康格差の縮小」の具
体策として，また，生活保護受給者の自立の助
長および医療扶助費の適正化という観点からも，
彼らの特性に応じた健康管理支援の意義は大き
い。
　わが国では2008年度から，高齢者の医療の確
保に関する法律において，40歳以上の各医療保
険加入者に対する特定健康診査・特定保健指導
を義務づけ，生活習慣の見直しおよび生活習慣
病の予防等を図っている。国全体の特定健康診
査受診割合は2014年で約49％と普及啓発が進む
一方，世帯所得が低いほど受診割合も低くなる
傾向があり，生活保護受給者の受診割合は約
10％と非常に低い5）6）。入院患者や高齢者を除
いた居宅の壮年期生活保護受給者に絞っても，
定期健診の受診割合は，国民平均よりも低いこ
とが報告されている7）。健康診査（以下，健
診）は疾病のハイリスク者を抽出し，適切な治
療を行うことで疾病発症および死亡率の減少に
つながることが示唆されており8）9），こうした
受診割合の格差は中長期的な健康アウトカムの
格差につながる可能性がある。
　国内外の先行研究では，健診未受診の関連要
因として，健康状態などの身体的要因，健診会
場までの距離やかかりつけ医の不在などの環境
要因，将来の楽しみがない，健康への関心が低
いといった心理的要因に加え，低所得・周囲の
人や社会とのつながりが薄いなどの社会経済的
要因が知られている10）-13）。しかし，社会保障の
最後のセーフティーネットといわれる生活保護
受給者における，健診未受診に関連する要因は

ほとんど調べられておらず，ケースワーカーら
が効果的な受診勧奨をすすめるためのエビデン
スは不足している。そこで本研究では，福祉事
務所が把握している基本属性調査を用いて，生
活保護受給者における健診受診の関連要因を明
らかにすることを目的とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　研究対象
　本研究では，Ａ市より提供のあった生活保護
管理システムデータと健診データ（2015年 3 月
1 日～2016年 3 月31日の間でＡ市が実施する健
診を受診した生活保護受給者345人分）を結合
したデータセットを用いた。分析対象者は，
2015年 3 月 1 日～2016年 3 月31日の間に，Ａ市
にて生活保護を受給していた40歳以上75歳未満
の者3,631人のうち，生活保護受給期間（以下，
受給期間）が365日未満および他自治体ですで
に受給していて転入した者（501人），入院・入
所中の者（192人），要介護度 1～ 5の認定を受
けている者（167人），入院・入所および要介護
度情報が欠損の者（35人）を除外した2,736人
とした。

（ 2）　調査方法
　目的変数は，健診データより取得した健診受
診の有無とした。説明変数は，生活保護管理シ
ステムデータの項目のうち，年齢，性別，世帯
人数，世帯類型，障害・傷病の状況，保護開始
前の医療保険，受給期間を用いた。年齢は2016
年 4 月 1 日時点における年齢を10歳刻みの 4区
分とし，世帯類型は，「高齢者世帯」「母子世
帯」「障害者世帯」「傷病世帯」「その他世帯」
の 5区分とし，障害・疾病の状況は，「なし」
「障害あり」「傷病あり」の 3区分とした。受
給期間は，2016年 4 月 1 日時点における保護開
始年月日からの日数とし，すでに保護を廃止・
停止している者については廃止・停止年月日ま
での日数とし，「 1年以上 5年未満」「 5年以上
10年未満」「10年以上15年未満」「15年以上」の
4区分とした。また，保護開始前の医療保険の
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種類は，「国民健康保険」「被用者保険（被保険
者・被扶養者）」「未加入・その他（国民健康保
険・被用者保険以外）」の 3区分とした。

（ 3）　分析方法
　健診受診の有無を目的変数に，そして年齢，
性別，世帯人数，障害・傷病の状況，受給期間，
保護開始前の医療保険を説明変数に投入したロ
ジスティック回帰分析を行い，オッズ比および
95％信頼区間を算出した。なお世帯類型は，
「年齢」および「障害・傷病の状況」変数との
相関が強いため，ロジスティック回帰分析には
含めなかった。すべての分析はSTATA 14.1
（Stata Corp， College Stations， Texas）を用
いて行った。

（ 4）　倫理的配慮
　本研究実施にあたり，生活保護受給者管理シ
ステムを提供する企業が保有しているＡ市の生

活保護管理システムデータおよび健診データが，
個人情報を含まない状態で，東京大学大学院健
康教育・社会学分野教室に無償提供された。な
お，本データの研究利用はＡ市も了承している。
研究対象者個人への接触は行わないため，直接
的な健康被害は生じないが，東京大学大学院医
学系研究科健康教育・社会学のホームページで
オプトアウトの機会を設けている。なお本研究
は，東京大学医学部倫理委員会の承認を得てい
る（承認年月日：平成29年 7 月 7 日，承認番
号：11503）。

Ⅲ　結　　　果

　対象者の平均年齢は59.5歳，（男性60.5歳，
女性58.6歳），世帯の受給期間は平均3,015日
（約 8年 3カ月），中央値は2,366日（約 6年 6
カ月）であった。対象者全体の健診受診割合は
8.2％で，男性に比べて女性の方が高かった
（男：6.2％，女：9.9％）。
　受給期間は，「 1年以上 5年未満」と比較的
短い期間が約 4割を占める一方，約 3割の受給
者は「10年以上」の長期間の受給を受けていた。
また健診受診割合を受給期間の区分別にみると

表 1　対象者の基本的属性（ｎ＝2,736）
未受診群
（ｎ＝2,512）

受診群
（ｎ＝224） ｐ値

性別 ｎ ％ ｎ ％
　男性 1 188 47.3 79 35.3 0.001*
　女性 1 324 52.7 145 64.7
年齢（2016年 4 月 1 日時点） 0.088
　40‒49歳 615 24.5 58 25.9
　50‒59 569 22.7 56 25.0
　60‒69 874 34.8 60 26.8
　70‒74 454 18.1 50 22.3
世帯人数 0.240
　 1人 1 583 63.0 150 67.0
　 2人以上 929 37.0 74 33.0
世帯類型 ＜0.001*
　高齢者世帯 800 31.8 82 36.6
　母子世帯 218 8.7 14 6.3
　障害者世帯 446 17.8 62 27.7
　傷病世帯 746 29.7 46 20.5
　その他世帯 302 12.0 20 8.9
障害・傷病の状況 ＜0.001*
　なし 705 28.1 60 26.8
　障害者・精神障害 354 14.1 42 18.8
　障害者・知的障害 26 1.0 18 8.0
　障害者・身体障害 159 6.3 10 4.5
　傷病者・アルコール依存症 9 0.4 0 0.0
　傷病者・精神疾患 312 12.4 22 9.8
　傷病者・その他 947 37.7 72 32.1
受給期間 0.337
　 1年以上 5年未満 868 34.6 91 40.6
　 5年以上10年未満 876 34.9 72 32.1
　10年以上15年未満 447 17.8 36 16.1
　15年以上 321 12.8 25 11.2
保護開始前の医療保険 0.096
　国民健康保険 2 159 85.9 198 88.4
　被用者保険（被保険者・被扶養者） 74 2.9 10 4.5
　未加入・その他 279 11.1 16 7.1
注 　健診受診と未受診の分布の差の検定は，χ2検定で行った。*ｐ＜0.05

表 2　 健診受診を従属変数としたロジスティック回帰分析
（ｎ＝2,736）

オッズ比 95％信頼区間 ｐ値
性別
　男性 1.00
　女性 1.79 1.32‒2.41 ＜0.001*
年齢
　40-49歳 1.00
　50‒59 1.12 0.75‒1.65 0.587
　60‒69 0.85 0.57‒1.26 0.422
　70‒74 1.40 0.92‒2.14 0.118
障害・傷病の状況
　なし 1.00
　障害あり 1.88 1.26‒2.81 0.002*
　傷病あり 0.97 0.68‒1.37 0.853
世帯人数
　 1人 1.00
　 2人以上 0.79 0.58‒1.08 0.133
受給期間
　 1年以上 5年未満 1.00
　 5年以上10年未満 0.73 0.52‒1.01 0.060
　10年以上15年未満 0.64 0.42‒0.96 0.032*
　15年以上 0.57 0.35‒0.91 0.019*
保護開始前の医療保険
　国民健康保険 1.00
　被用者保険（被保険者・被扶養者） 1.28 0.64‒2.56 0.485
　未加入・その他 0.58 0.34‒0.99 0.046*
注　*ｐ＜0.05
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「 1 年以上 5年未満」が9.5％と最も高く，受
給期間が長くなるほど受診割合が低下していた
が，トレンド傾向は有意ではなかった（Ｐ＝
0.119）（表 1）。
　ロジスティック回帰分析の結果，「女性」と
「障害あり（障害・傷病なしを基準）」が健診
受診と正の関連を，「受給期間が10年以上（ 1
年以上 5年未満を基準）」と「保護開始前の医
療保険が未加入（その他）（国民健康保険を基
準）」が健診受診と負の関連を認めた。受給期
間が「 1年以上 5年未満」の者に比べて，「 5
年以上10年未満」の者は調整オッズ比が0.73
（95％信頼区間：0.52－1.01），「10年以上15年
未満」の者は0.64（95％信頼区間：0.42－0.96），
「15年以上」の者は0.57（95％信頼区間：0.35
－0.91）であった（表 2）。

Ⅳ　考　　　察

　生活保護受給者における健診受診行動は，生
活保護受給期間が「 1年以上 5年未満」と比較
的短い受給者が最も受診しており，その後，受
給期間が長いほど受診しにくくなるという傾向
がみられた。受給期間が「15年以上」の受給者
では，「 1年以上 5年未満」の受給者に比べて
1.75倍健診を受診しにくかった。さらに，保護
開始前の医療保険が「未加入・その他」だった
受給者は，「国民健康保険」だった受給者に比
べて1.72倍健診を受診しにくかった。
　受給期間と健診受診割合との関連が認められ
た理由として，まず，受給期間によるソーシャ
ルサポート・ソーシャルネットワークの違いが
考えられる。地域住民を対象とした先行研究で
は，社会的ネットワークが健診受診に有意な効
果を持つことが示されており，そのメカニズム
として健診の効果に関する認知度が媒介してい
るのではないかと考察されている14）-16）。生活保
護の開始理由の 2割以上は失業等による収入の
減少・喪失であるが17），受給期間が長い受給者
ほど，生活保護受給前の職場での人とのつなが
りが疎遠となり，健診受診の動機づけが乏しく
なっていくのかもしれない。一方，生活保護受

給者は生活保護受給によって行政の担当ケース
ワーカーとの新たなつながりができるが，生活
保護受給者に対する健診受診の普及啓発は十分
とはいえない。実際，居宅の生活保護受給者を
対象とした調査では，健診未受診者における未
受診の理由として，実際は費用がかからないも
のの「費用がかかる」「知らなかった」と回答
した受給者が各 3割にのぼっていた18）。
　また，将来への希望や楽しみの違いも影響し
ている可能性がある。厚生労働省の被保護者調
査によると，平成26年度の生活保護廃止世帯数
のうち，受給期間が 5年未満の世帯が約 8割を
占めていた（死亡と失そうによる保護廃止を除
く）。保護廃止の最大の理由は，働きによる収
入の増加・取得であり，受給期間が短いほど就
労しやすく，生活保護から脱却しやすいことが
示唆されている19）。つまり受給期間が短いほど，
生活保護脱却後の将来に対する楽しみや希望を
もち，それが自身の健康への関心とつながって
いる可能性が考えられる。実際，所得が低くて
も将来の楽しみがある地域在住高齢者の方が，
高所得で楽しみがない高齢者よりも健診受診経
験が多いことが先行研究で示されている12）。
　さらに，保護開始前に医療保険が「未加入・
その他」だった受給者は，「国民健康保険」
だった受給者に比べて，より健診を受診してい
なかった。無保険状態の者の多くは低所得世帯
であり，無保険者は医療受診を抑制する傾向が
あるが20），生活保護受給者の間においても，受
給開始前の経済状況によって受給後の健診受診
割合が異なる可能性が示唆された。
　2017年の生活保護受給者の健康管理支援等に
関する検討会では，今後の生活保護受給者の生
活習慣病の予防や重症化予防のための支援には，
健診データや医療機関での検査データなどから
支援対象者を絞り込み，それぞれの特性に合わ
せた健康管理支援を実施していく必要性が議論
された21）。そのためには，生活保護受給者の健
診受診割合を上げることが欠かせない。しかし，
本研究では年齢や世帯人数と健診受診との関連
は認められず，現在福祉事務所が把握している
基本属性調査の項目だけでは，効果的な健診受
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診促進をすすめるための予測要因としては不十
分である可能性がある。今後は，生活保護受給
者の喫煙，運動，食事，ギャンブル依存などの
健康行動に加えて，健診受診の効果を含む健康
に関するヘルスリテラシー10），ソーシャルサ
ポートやソーシャルネットワークなどの社会環
境要因11）15）,そして将来への希望などの心理的
要因12）の情報を新たに受給開始時に取得するこ
とで，それらの要因の組み合わせからいくつか
の典型像を抽出し，優先順位をつけて生活保護
受給者の特性に合わせた健診受診および健康管
理支援の実施が可能になるかもしれない。
　本研究の限界は以下の点である。まず，生活
保護受給者の定期的な医療機関への通院および
就労の有無を調整できていない点である。同じ
健診未受診者でも，医療機関への通院の有無に
よって未受診の関連要因は異なり11），また就労
の場合は職場の健診を受けている可能性もある。
今後の研究では，生活保護受給者の定期的な医
療機関への通院および就労の有無を考慮して，
受給期間との関連を確認することが望まれる。
次に，生活保護受給者と同居している家族構成
の内訳を考慮していない点があげられる。生活
保護受給者が親，配偶者，子ども，その他の誰
と同居しているかによって，受給期間および健
診受診行動に与える影響が異なると考えられる
ため，今後の検討が必要である。最後に，本研
究はＡ市のみの生活保護受給者を対象とした結
果である点である。例えば，生活保護廃止まで
の受給期間をみると大規模市は全国平均より短
いことが示されており19），本研究結果の全国代
表性は限界があるといえる。今後は生活保護受
給者における健診受診の関連要因について，異
なる地域での追試・検証が必要である。

Ⅴ　結　　　語

　本研究結果より，生活保護受給者において，
保護開始前の医療保険が未加入であること，ま
た受給期間が 5年以上と長いほど，健診を受診
しにくくなることが示唆された。これらの要因
そのものに介入することは困難であるが，医療

保険未加入者や受給期間が 5年以上と長い生活
保護受給者は，健診未受診のハイリスク群と捉
え，健診受診勧奨を含めた健康管理支援を進め
ていくことが効果的であると考える。また，今
後は生活保護受給者の健康行動やヘルスリテラ
シー，そしてソーシャルサポートやソーシャル
ネットワークなどを，生活保護受給開始時の
ケースワーカーの面談記録などから入手するこ
とで，優先順位をつけて生活保護受給者の特性
に合わせた健診受診および健康管理支援が実施
できる可能性がある。

謝辞
　本研究をまとめるにあたり助言いだいた，東
京大学大学院医学系研究科の熊倉陽介氏および
西岡大輔氏に感謝します。
　本研究は，東京大学大学院医学系研究科健康
教育・社会学分野の運営交付金で実施した。近
藤尚己は，Ａ市に生活保護受給者管理システム
を提供している 1 企業から奨学寄付金を受け
取っている。この件は東京大学利益相反アドバ
イザリー機関および東京大学大学院医学系研究
科・医学部倫理委員会に申告し承認を得ている
（承認年月日：平成29年 7 月 7 日，審査番号：
11503）。

文　　　献
1 ）厚生労働省．健康日本21（第 2 次）の推進に関す

る参考資料　2012．厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/

kenkounippon21_02.pdf）2017.10.9．

2 ）厚生労働省．家庭の生活実態及び生活意識に関す

る調査　2010．総務省統計局e-statホームページ

（http://www.e-stat .go. jp/SG1/estat/List .

do?bid=000001055370&cycode=0）2017.10.9．

3 ）総務省行政評価局．生活保護に関する実態調査　

結果報告書　2014．総務省ホームページ（http://

www.soumu.go.jp/main_content/000305409.pdf）

2017.10.9．

4 ）厚生労働省．平成27年度医療扶助実態調査　2015．

総務省統計局e-statホームページ（http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001142415）



―　 ―20

第65巻第 5号「厚生の指標」2018年 5 月

2017.10.9．

5 ）厚生労働省社会・援護局保護課．生活保護受給者

の健康管理支援等に関する検討会（第 1 回）資料

2　2016．厚生労働省ホームページ（http://www.

mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaien 

gokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/shiry 

ou2_2.pdf）2017.10.9．

6 ）厚生労働省．平成26年度特定健康診査・特定保健

指導の実施状況　2014．厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/

iryouseido01/info02a-2.html）2017.10.9．

7 ）富田早苗，三徳和子．壮年期にある生活保護受給

者の健康行動と課題．川崎医療福祉会誌　2011；

21：145-50．

8 ）Hozawa A, Kuriyama S, Watanabe I, et al. Partici-

pation in health check-ups and mortality using 

propensity score matched cohort analyses. Prev 

Med 2010；51（ 5 ）：397-402．

9 ）Robson J, Dostal I, Sheikh A, et al. The NHS 

Health Check in England：an evaluation of the 

fi rst 4  years. BMJ Open 2016； 6（ 1 ）．

10）築島恵理，高橋恭子，矢野公一，他．所得状況に

よる特定健康診査の受診行動と関連する因子の検

討所得の指標として市民税課税層と非課税層の相

違に着目して．日本公衆衛生雑誌　2012；59（11）：

810-21．

11）舟橋博子，西田友子，岡村雪子，他．中年期にお

ける特定健康診査未受診者の特性．日本公衆衛生

雑誌　2013；60（ 3 ）：119-27．

12）芦田登代，近藤克則，平井寛，他．高齢者の健診

受診と「将来の楽しみ」，うつ，社会経済的要因と

の関連：AGESプロジェクト．厚生の指標　2012；

59（12）：12-21．

13）Burgess C, Wright AJ, Forster AS, et al. Infl uenc-

es on individuals’ decisions to take up the off er of 

a health check：a qualitative study. Health Ex-

pect 2015；18（ 6 ）：2437-48．

14）菅万理，吉田裕人，藤原佳典，他．縦断的データ

から見た介護予防健診受診・非受診の要因．日本

公衆衛生雑誌　2006；53（ 9 ）：688-701．

15）杉澤秀博，杉原陽子．特定高齢者の候補者の健診

受診に対する社会的ネットワークの直接および間

接効果　一般高齢者との対比．日本公衆衛生雑誌　

2011；58（ 9 ）：743-53．

16）三觜雄，岸玲子，江口照子，他．ソーシャルサポー

ト・ネットワークと在宅高齢者の検診受診行動の

関連性　社会的背景の異なる三地域の比較．日本

公衆衛生雑誌　2006；53（ 2 ）：92-104．

17）厚生労働省．平成27年度被保護者調査（月次調査）

2015．総務省統計局e-statホームページ（http://

www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL

08020103_&listID=000001181523&disp=Other&req

uestSender=search）2017.10.9．

18）富田早苗．居宅の壮年期生活保護受給者の健康関

連QOLと健康支援のニーズに関する研究．科学研

究費助成事業　研究成果報告書　2014．

19）厚生労働省．平成26年度被保護者調査年次調査（基

礎調査）2014．総務省統計局e-statホームページ

（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020102.

do?_toGL08020102_&tclassID=000001063244&cycl

eCode=7&requestSender=search）2017.10.9．

20）鈴木亘，大日康史．医療需要行動のConjoint Anal-

ysis．医療と社会　2000；10（ 1 ）：125-44．

21）生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会．

データに基づいた生活保護受給者の健康管理支援

について（議論のまとめ）2017．厚生労働省ホー

ムページ（http://www.mhlw.go.jp/fi le/05-Shingi 

kai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfuku 

shibu-Kikakuka/0000164511.pdf）2017.10.9．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


